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移転料の支給に関するQ&A
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備考
I

区分iN,| テーマ 質問 回答

主任の畷l
眉舎に．舌

1画琢公調員寺のロ

斗の額をいう｡旧在勤地から新在勤地までの賛に関する法律に｜
法別表第1の二)。 ける移転料の定額

G妾壼繩〕 I

織鰯館甥2鑿蕊激や|旅蜜崇箆2狸,ご宗』

撫嚇蝋驫繍臓灘壼蕊
｜袷することに左島一

!<､畷員が実際に出損した実賓(対象外経頚
1． ‐

｡いても､法定額ではなく実費を支給する。
段安価(対象外経費を除く)な業者の見積鯛

署鷆撫:鯛総評額ま|旅費法第46条第2願で増額して支給できる鯛瓢I士何か‐ ．

実費が法定額を下回る場合に､婁
宏隷麺lヤ寺銭張圭ス銅勉､1斗何糸、

ヨ昌以別の異動弓

iすることとされて
臣との臆説l士不

正、厩禰入巳と万l｣超鰯顛《

ヨ皿睦の里勵竺に承'十墨
疋韻のご借を超えも堀宿
ﾛり扱われるのか‐

E翻胴示すも羽合は、勅旧任駒地に

斤職員以外の国家公務員である埋舎

居のため､内示後､異動発1赴伯
道具等を旧住居から搬出 iし､1
没入する作業を行った場合業を
の支給の対詮となるか‐ ※

こ件つ転居の1

行命令櫓者、
尽施する場合
14日1日鰹､

は､原則として移転料の支給C

ることとなるため､異動発令日｜
担当部署に連絡してもらいたし
月中旬棚出作霊

|團家公務員等の旅費に1

用方針について(蔵計第9
る沖縄･本土間の異動にf
上るに取り栂われ馬のか‐

2
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◎引越案君と契約する渦合には､3社以上から内訳の分かる見頓番を即

見積番を取得した業者の中から契約する必要がある。

◎見積富を取得した業者のうち､契約した業者から､支払額を証明できる
鶴等を受領し､s社以上の見積書､移転料箱算金額確湧書及びその他α
睡麺卜併ぜて程出する必蓉がおる‐

t以上の見租額のつち、蛾安価(対象外経愛を除く)な栗者の見祇顕が寅

るく※)。

愚安価(対象外経費を除く)な業者に依頼した墹合は､その見穣額が支＊
〕《‐それ以外の雲者に依館した埋含!ま‐墨妾価な霊者の目釉額が支給【

I

蒐梗りを依頼する引延栗者
昌の六､‐

〃
る
駒

可じ条件(見板内塩
岸佑鏥寸鳥必琴がメ

国Zp

凹勾弔合であって

腺出する必塞が:

_の見棚晋を取得すを

9櫓を取得した)引越』
さらに團猪雲客取得一

b見桐啓を則

刀貝稲霧の可

魂する見棚野l旨

箇露の作成寡ロ

〃nヵ匁ロbJ4U

D租庶客配園

正
割
認

国土交通省において､消費者保瞳対策として標準引超運送約款を定めておl

ほとんどの運送業者がこれを適用している｡同約款では運賃等の合計額及〔
の内訳を記賊した見租唇を作成することが明記されているため､引越業者に
し､約軟の内容を確認の上､内訳の分かる見積書の作成を依頼してもらいた
い。

やむを得ず内訳を記駁した見祇観を取得できなかった場合にはき電話等によ
り､見稲書と同等の内訳を聴取した上で､その内容〈日時､業者名､担当者名
連絡先､回答内容等)を理由書に記蔵して提出する必要がある。

1超菜者が見積額の内訳を記瑚
;露存作成してくれない曇

引曜昌

昂娼舎
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割；
必要が

'ス等に
の日I錘

さて3社以上の見頼書を提出する必要がある。

コンテナボックスのようにあらかじめ単価が設定

穏雛扉鐵繊鰯境識灘
上の貝輸審は必専〕”

‘にし1勺七四ト

の令砺が舎副2

原則としてa社以上の見桶轡を提出する必要があり､3社以上の見穣鶴を取褐
するためには､3社に留まらず可能な限り幅広く見執りを依頼する必要がある。
業者数が少ない地域に居住している場合など､3社以上の見城密の取得が困
碓な場合には､取得できた見積書､メタサーチサイトによる検索結果画面(検諒
陪果等をプリントアウトしたもの等)､個別業者とのやり取りがわかるメール､理
由櫓等経費節減のために相当な努力をしたことが分かる貴料を提出する必要
航ある。

浬由害には､メタサーチｻｲﾄの検索結果画面等に表示された引越業者に対す
る照会等の内容(日時､婁者名､担当者名‘運銘先_見稲額等の詳しい回答広

2 〃兄碩晋盆凡

辱きた見稲癖：

溶等>を記駁した上で､見狼内容が最も安価なプランであればその旨を､そうで
,なければ最も安価なプランの金額を引越業者に確盟することで､最低限の実費
|であることを明らかにする必要がある。

■
■
■
■
１
Ⅱ
日
，

I
1 0

一→．－
1

1

’ 16'鱸者を 』テツワ→~ワイト寺UJ－活兄振り

自切に見稻婁容取得すれば扉り層

4上の晁観りlま、てれ

又得する必要があるα
会社の異なる蛍堂所〔

－の兇祖り内眉
頁目11とl=て醒め

切桑暮旬醤

卑間11謡'一句

別邸汐I･唾皿江自〃U『一つl睡

当醤覇lま歩のようこ取り籾

4
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備考

領収醤は(実際に支払った)支払代金が記城されたものを提出する必要がある｛

国土交通省において､消豊者保護対策として標準引越約款を定めており、ほと

鍵議蕊霧議
圏できる資料(具体的に事憎を記戦した理由雷等)を提出する必要がある。
なお､見積書の内容に変更が生じた場合について､必ず他社の見積書を取り臆
，オテ少圭乖栄め墨＊､のでI士ない→
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収吾の臨本を韻
馴合には．子のヤ

瞬員本人で｜

－国調窃一9

JJE

彫1m

｡て、見根署中の記載‘

Rが明らかにされてい署
3けた内密（團猫痴中‘

－1

． 1

ーⅡ－

ぼ
ト
ト
ユ
『 の間万を低願する墹曾

h,る彊加替用は原目11＆

一一

ゴ時の砲疋麺睡

5など､経費節蔚
、左狸方1.,章4宙引

弛
馴
蠅
韓

ヨ時蘋定の割増料劃
h､るのか‐

ﾖ疋料壷か坦加

臥写が為局一

ひWO

iﾂｸ等の運搬できる荷物に制限があ
運搬する必要があるなど.単身バツ4
額が掴社以上の見頓りを行った他、
今春除<‐

］し

1霜田l士
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日
Ⅱ
０
０
８
８
■
６
８

ヨ家用早、オート

場合の追加費用
勺.墨の☆､‐

ヨ琢用牢尊
乱蜘'二針尭

、離麺やへさ堀といった型理へ叩桑則

､務上の支障が生じると認められた堀省
の恵情存祀齢Lた理由榔安栂出して#』』

|なお､生活上の支障を理由に支給が淫められることはない。
一
Ｔ
■
■
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ｑ
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４
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▲
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』
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Ｊ
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日
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日
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Ｈ
Ｈ
Ｉ
日
日
■
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■
８
９
９
・
■
１
０

．原則として､対象外経費となる。 ’
ただし､国設宿舎を退去しなければならない日又は蔚任日から国設宿舎への入

引越業者を利用すI荷物を-時保管する場合の追加費用は､居が可能となる日までの最低限の期間に生じた一時保管に要する畳用と配めらる場合

(対象外経費関係) |どのように扱われるのか。 れた場合には､例外的に支給対象となるため､その事情を記載した理由雷とと ’
もに､必要最低限の期間の保管であることが客観的に確認できる資料を提出し ’
てもらいたいc

’
2 129

’
ー‐
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’雪心。玉観、啄躯石、何初のj

bもの。）及び移転斜錨箆金囲

名目d便を利井

運な栂出櫓罫

上の見横醤の捉出は不要である
合には_引越業者の相坦と比鼓1

】髄させも一とか劾埼
函仕方1.,＊‘の上塞曼

配便を不｣j
没の上弓I

ことが社金通念上やむを得ないと淫

5法による突貫が支給されることか
刀事情及び必婁性客記麺した理由霧

獺繍慧|議灘灘蕊瀧議溌

凹欽に制限はないが､社会通念－

6蛎転料支給額の上限であり､系
阪に対して支給される旅費である
こ送付することが必要である｡

明する|難

用すも宅配便で何物

（任渡)を支払
3関係】取り柵われ為【

畠、逗送係阪渭社会j
k－Pのようにぱ‐雁

b牙も色罹庄の麺も女悩

良となるが､対象外経農
鳥仔覧の俣躍料につい

1可睡9侮沫匪窮
h且'一鋪オス哩酪

1

’

ノ

6



沙
鄙
の
五
四

二適さない車種を高麗

》た場合(必要以上に

外の日常生活でガン
の請求を行った場合
§路利用料が含まれ．
シ含狗一のナプシコ､ノ

i例1）レンタカーを利用すも隊に、51閏

;例2)レンタカーを使って､私事旅行を
昌合）
I例3)自家用車を利用する際に､引越
k態で満杯まで給油し､ガソリン代のき
【例4)明らかに経済的な経路でない眉
I例5)通常引越しに必要としない不用：
富請求を行った場合
【例6)荷物の運搬に複数回の往復がl
こりも窩舘となる場合

5場合

ビスを含ノ

ビ者の相掛

〃桐科坦疏＆

1.塁の尚､-

魔寺UJ伺科皿函四手｣J

の怒路の擾択であると

二加え、和｣閉目、走狗憧
胃宜宿ム《顎鰯士狛七、臣。

自踊を利用すゐ場台の餌』、

昌醇註lま何かへ

旧駆されていもめ畳かあも。韻収翌

ﾖ販銅客寡程出す為こしで#i厚L｣ろ

刀ソリンパ刀､移転叩7三の1－仮

多転のために使った分を明確
下鉛弛寡肝I，子の誌頤秤妥

ローgひや季J国

の浦前遍ぴ雁

石9包圏酉、

三洋査寸鳥段

ググゴ』－琶不』、ツや掴pqTエ墨L式

臭確料l土〆の上弓に取り柄われ局《
利用す令弔台の塾
、士納の裾加碧圧

旧侭

して#別信
自路旧住
･I÷ ’睦哩

、承厩刀､レン9

う鳩合､ガソI‘
ﾝタカ－代のj
rり扱われる、

目家用単のみで引起しを行う場合

|ま､旅費法上の船賃として支給さ〕
lﾅる最低限の運貨が支給される。

蕊驫蕊窯なく､出頭旅費‘

ーーータ ロ可一へ耶画クーー”‐ﾛ

いため､利用したフェリーにま

合には.船査等の旅霊法の矩

越果壱を利用したエで

タカーを自分で運転し可
､自家用車､レンタカー
のように取り扱われる@

百へ魎細し、 1回仕汀刀､b銅Tt

済的な通常の経路及び方温
､ては､原則として(移転料て
基づく古鎗邦総計大力黒庁』

レ イ可物UJ埋麺l

合に赴任した場曽
号l士拝する騨の力



千

工仕に件っ引起しに隙L

鴬者作成の見租害等に
勺に切り分けられる増置
目今にl士全仕の牽稠I

天餐親族では

ﾉ､職員本人う
;は､その実質
一定の割合を1

の実費の1/2
壁い署の人鋤

鮒|蕊職篶壼蕊彊
へ悪呉やハ刀色

夫養親族及び扶署
rNこ合わ廿了古必

引煙栗者の晃禰普等により引越代金を合理的に切り分けるためには、以下α
方法が考えられる。

(複数の見租懇で対応）
蝿員本人(扶養親族を含む)分､②扶養親族以外の者分､③共有分の荷物
z別して取得する。 ．
(1通の見租害で対応〉 ・

剛の明確な切り分けが記載された見積窪等(例えば､伽を区別する
こより､それぞれの荷物に付されるポイント数.荷物量又は金額が配載され、
hに基づいて職員本人分の実費が計算可能なもの)を取得する｡

見稲密等を作成ずるに当たっては､職員本人において､引越集者に対しAそオ
ぞれの荷物を特定して正確に説明する必要がある。 ・
見積書等により合理的な切り分けが行われていることが確盟できる場合には
､に加え､③に一定の割合を乗じた額に相当する額(※)を支給することにな
る。
ばお､合理的な切り分けについては_職員本人の申詠雲のみでは埋め員ｵ,土症

民君の見棚笹等に』

親族分含む)の引間
l分け島れ晶埋会とl：

癖
切
か

く
に
合

す閥に跨硯
頁

’

醒睡風牟八，

及び扶蕃親1

ﾗ1超畢百TFJ災0

人分(扶養親族
里的な切り分け
ﾕ下の事例1～
煩は､どのようI

【車例1】 ・
柱蕃額棒でI士

が国家公務辰
舎拡の塞署の

守細l一笑国

ろ‐
郵
獅
刺
準
》

舌(職員本人、配偶者(扶劉
)‐子ども(盛目本人の柱覇 り、聴貝本人と同時期に異醐

舎休の宝雰の1〃'三加畳子」
厄い急堀芦

全体の実彊
直る‐

剣酒めり、職員本人と同時期に異即
8ある今佐の空碍の1〃寡寺鉛寸愚，

鶉《・但

早身赴任手当を愛諾していた職員本人

が､赴任に伴い単身赴任先の旧住所かI
夫謎親族等に関す新宮署所在地の新住所へ移転し､これと
ら事項 ともに扶養親族も居住する自宅から当懲

新住所へ移転した場合にはどのように駒
U栂わｵ矼為のか‐ ．

蚤して↓

新宮塙
戸、＝

戴負本人と淳展が別地へj

おいて､以下の事例1ミ2、
のように取り扱われるのか

F潅侭I利、

雰辰3名同居(職員本人､配偶者(扶蚕
胤族ではない)．子ども(扶饗親族ではな

国家公務員であり､職員本人と同時期に異動発令がされて
貝本人の移転費用のみが移転料として支給され､配偶者及
lは支給されないことになる。

が團翠公務員で

頁則として､職員
職目本人の卦キ

王雁
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と0J堀冒1－1

窩踊な料今で蕊
回一一厚ゴー~通

り見稜癌の榎
P齋l孝士.E,1.､qのようIこ取り扱われ為、

碧犀 K諦呉･玩謹礎の取外し･取

帯エ事費用については､寅
の場合､配管カバー･エアー
§田なF1士酌付けに泌廼《

匙等のエ事、鼓面寺に及ひ鳳

士歩のように取り根わ弁歩L 〃取1可1丁1
，＊.、上箕

乳等以外の淳電の．

､る追加費用は､ど＠
のが‐

可世~・

に移設する場合
に移設する鳩合
で保管する場合
晶含の轡用や旧描

ｆ
ｔ
ｆ

引
引
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息と具を送付する場合の経費は､基本的には支給対象外となる。
でただし､新住所への居住が義務付けられる場合であって､旅行命令
Eい所の性質上､新住所以外の場所(第三地)への荷物の送付が社会
、 を得ないと盟められる堪合については支給対歓となる。
壱第三地へ家財遁具を送付する場合には､事前に担当部署に照会し
,鳥（※)、

早身睡仕を経え日毛(執汪跡ﾉに戻名

|こなったが､家財道具を自宅(新住目
使用する予定はなく､保管スペースを

ことから､実家に保管する場合､実勇
家財道具を送付する費用〈引越代金
妃便料金等)は､どのように取り扱わ
の力､
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原則として、旧住所から新住所への引越しのみが赴任に伴う住所の移転で

ﾘ､移転料支給の対象となる｡そのため､結果として旧住所から新住所に過
荷物の量を明らかにした上(※)、この荷物を旧住所から新住所に直接移噺
と仮定した場合における見積霞を3社以上から取得する必要がある。
※以下の荷物は含まない。
，旧住所から搬出し､実家(第三地)で保管することとなった荷物
,実家(第三地)で保管してお叺同所から搬出して新住所に運んだ荷物

第三地を経由して移転する場合には､事前に担当部署に照会してもらいた
箪三敵が釿旧住所の踏霊であるなど_実爾的に周一地と表えられる場合て
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対象外経費

○
ピアノ､美術品･骨董
のや個人的な嗜好の強いものを運搬等する際の追加費用

■

○ ※離島やへき地といった地域への異動にあたり、自家用車等を運搬しなけ
れば公務上支障が生じると認められた場合には､例外的に支給対象とされ
る｡なお､生活上の支障を理由に支給が認められることはない。

○
工事､設置等に係る追加費用
※エアコン･暖房器具･ガス器具･洗濯機の取外し･取付けに直接必要な工
事費用及び取付けに必須の付帯工事費用については､支給対象とされる。

○ 家具､家電等の購入費及びレンタル料

○ 宿舎等修繕費(ハウスクリーニング等の原状回復費用を含む｡）
、

c c

○
｡

家電リサイクル費用

○ 不用品､不要品､粗大ごみ回収費用
Q

■

荷物を一時保管する場合の追加費用
、

※国設宿舎を退去しなければならない日又は着任日から国設宿舎への入
居が可能となる日までの最低限の期間に生じた一時保管に要する費用と認
められた場合には､例外的に支給対象とされる。
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敷金､礼金仲介手数料等(民間賃貸住宅等へ入居する際の初期費用）
､ ■ ● .

民間賃貸物件の下見にかかる費用

友人等の手伝い者への謝礼及び食事代

●

官公庁への諸手続に要する費用



国家公務員等の旅費に閨する法律における移転料の定額(法定額)(同法第23条参考）

1赴任の際も扶養親族を移転する場合には､旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた
定額表記載の金額

2赴任の際､扶養親族を移転しない場合には､1の2分の1の金額

3 .赴任の際､扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親
族を移転する場合には､2に規定する額に相当する金額

【定額表】

（円）

※【定額表】は国家公務員等の旅費に関する法律別表第1の二を参考に作成したもの
※路程の計算については､水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
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区分

鉄道

50km未満

50km以上

p ●

1

100km未満

100km以上

300km未満

300km以上

500km未満
３

5"km以上

1000km未満
●

1000km以上
6

1500km未満

1500km以上

2000km未満

2000km以上
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指定職の職
務又は7級
以上の職務
にある者

判事

判事補
一一一争

6号以上
1 － で一｡ 一

簡裁判事
11号以上

吾 ●

ｸ

126,000 144,000 178,000 220,000

／

292,000 306,000

G 1

328,000 381,000

6級以下4

級以上の職

務にある者

判事補
7号以下
ー－－c昔旬 ｡=

簡裁判事
12号似下

107,000 123,000 152,000 187,000 248,000

0

ノ

（

261,000 279I000 324,000

3級以下の
職務にある
者

93,000 107,000
● 合

132,000 163,000
①

216,000 227,000 243,000 282,000


